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全国健康保険協会山形支部



名称 形状 取得方法 使用目的 使用方法

①
マイナ
保険証

マイナンバーカード

マイナンバーカードの入手
後、マイナンバーカードの
保険証利用登録を行う

カードリーダーが設置さ
れている医療機関を受
診するとき

医療機関に設置されて
いるカードリーダーで
読み取り

②
資格
確認書

従来の健康保険証と
同じプラスチックカー
ド型（色は黄色）

・資格取得時等に申請

・マイナ保険証をお持ちで
ない方に職権で発行

マイナ保険証をお持ちで
ない方が医療機関を受
診するとき

医療機関に提示

③
資格情報の
お知らせ

紙製カード型

・資格取得時に送付（申請
不要）

（マイナポータルから確認で
きる「わたしの情報」でも代
用可能）

・既加入者には令和６年９
月または令和７年１月に送
付

カードリーダーが使えな
い場合に医療機関を受
診するとき

マイナンバーカードと
資格情報のお知らせ
の両方を医療機関に
提示

（資格情報のお知らせ
のみでは受診不可）
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マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの比較
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制度改正後の医療機関等受診方法

制度改正後の医療機関等の受診方法・使用期間について、表にまとめると下記のとおりです。

健康保険証

マイナ保険証

資格確認書

マイナポータル（スマホ）
＋

マイナンバーカード

資格情報のお知らせ
＋

マイナンバーカード



１．目的
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令和６年12月２日より健康保険証は新たに発行されなくなり、健康保険証を利用登録したマイナン

バーカード（以下、「マイナ保険証」という。）で医療機関等を受診していただくことを基本とする仕組みへ

移行しました。

従前の健康保険証を保有している加入者については、経過措置期間として最長１年間は健康保険証

を提示することで、医療機関等で保険診療を受けることができます。

しかしながら、令和７年12月２日以降は健康保険証が使用できなくなることから、マイナ保険証による資

格確認を受けられない状況にある加入者様に対しては、医療保険者等から資格確認書を本人の申請に

よらず、令和７年12月１日までに交付する必要があります。

（令和６年10月29日保険課事務連絡）

以上のことから、令和６年11月29日までに新規に資格取得（扶養認定）の決定をされた方のうち、マ

イナ保険証による資格確認を受けられない状況にある方に対して、令和７年12月1日までに資格確認書

を送付します。

（山形支部においては、令和7年10月17日差出を予定）



２．実施概要

送付の対象者及び時期等については以下のとおりです。

送付対象者

健康保険証を保有している令和６年11月29日までに新規に資格取得（扶養認定）の決定をされた加入者のう
ち、令和７年４月30日時点でマイナ保険証による資格確認を受けられない状況にある方（約1,200万人：協
会けんぽの加入者のうち、1/3の方に相当）
※法3-2被保険者を除きます。

送 付 時 期
令和7年7月下旬～令和7年10月下旬（予定）
※山形支部加入の方には、令和7年10月17日差出予定

送 付 方 法

世帯単位で被保険者住所に送付
※資格確認書の送付用封筒１通につき、資格確認書4枚を同封。送付対象者が5名以上の場合は、複数に
分かれます。

※不着となった場合、事業所様宛に再送付します。

送 付 物

・送付書兼資格確認書貼付台紙
・資格確認書
・説明用チラシ
・個人情報保護シール
・返信用封筒（資格喪失者分を返送していただくための返送用封筒）
※被保険者住所に送付後、不着となった場合、事業所へ送付文書と上記送付物を併せて送付します。
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※送付対象者がいらっしゃる事業所様には「対象者一覧表」（11ページ参照）を令和7年7月下旬にお送りいたします。



【参考】資格確認書に係る送付物（イメージ）

個人宛送付用

同封物

【説明用チラシ】 【個人情報保護シール】

【返信用封筒】
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事業所様宛送付用（不着となった場合）

同封物

【説明用チラシ】 【個人情報保護シール】

個人宛送付用との変更箇所

① 不着対応の送付物については、事業所様宛に送付するた
め、事業所様において被保険者様に配付できるよう「記号」、
「番号」、「被保険者氏名」を記載します。
なお、被扶養者様分のみの場合についても、被保険者様に
配付していただくため、被保険者氏名のみを記載します。

①
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【返信用封筒】



③送付
（10月17日差出予定）

被保険者A

被扶養者A-1

被扶養者A-2

👨

👩

👦

👧
被扶養者A-3

被保険者住所

🏠
②
封
入 ④不着となった場合

⑤
作
成
・
封
入

⑥送付
（10月下旬～
11月）

事業所

※5名以上の場合、
2通に分かれて送付。①

世
帯
分
を
貼
付 🏭

不着還付先
（委託業者）

※資格確認書等を
再作成。

【参考】フロー図（山形支部加入者）
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送
付

（
資
格
確
認
書
送
付
前

の
7

月
下
旬
）

対象者一覧表
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対象者一覧表



３．発送スケジュール
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

▼データ抽出

▼データ提供

令和７年度

資格確認書の

一括発行

対象者

一覧

送付

個人宛に送付

未着後 事業所送付

1ヵ月毎

7月下旬～10月下旬（予定）

※山形支部加入者は10月17日予定
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参考

第194回社会保障審議会医療保険部会
資料２より抜粋
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マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせに関する取組

令和６年 令和７年 令和８年

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

資格確認書

● ● ● ●

資格情報の
お知らせ

● ●

広報活動

広報誌 ● ● ● ● ● ● ● ●

ポスター配布 ●

メルマガ ● ● ● ● ●

山形新聞 ● ● ●

研修会・講習会 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

関係団体会報
への掲載、同封

● ● ●

新規加入でマイナ保険証未保持者に対する発行

既存の全加入者に対する発行

新規加入者に対する発行

既存加入でマイナ保険証未保持者に対する発行

次ページ参照
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 マイナ保険証の使用促進に向けた県医師会長、県歯科医師会長、県薬剤師会長との紙面対談（R6.9.24山形新聞）


